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令和５年度定期監査の結果について（報告）  

 

 

 地方自治法第 199 条第４項の規定により定期監査を行ったので、同条第

９項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出します。  

なお、同条第 14 項の規定により、改善措置を講じられた場合は、速やか

に通知してください。  
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第１ 監査の対象 

令和４年度に執行された財務等に関する事務について、生活福祉部の全課、口和

支所の２室、議会事務局、教育委員会教育部口和教育室、市内３小中学校を対象と

し、次の事務の監査を実施した。 

なお、監査に際し、必要に応じて令和３年度以前及び令和５年度に執行された事

務も対象とした。 

また、令和４年度の定期監査による指摘事項に対して、適正に措置が講じられて

いるか監査を実施した。 

 

【令和４年度事務執行分】※網かけの事務については、財政援助団体等監査の結果報告書に掲載 

対 象 部 署 監 査 実 施 事 務 

生活福祉部 
社会福祉課  

(1) 庄原市買物弱者対策支援事業補助金交付事務 
(2) 庄原市民生委員児童委員協議会補助金交付事務 
(3) 庄原市社会福祉協議会補助金（運営費補助）交付事務 
(4) 庄原市障害者地域活動支援事業委託事務 

生活福祉部 
高齢者福祉課 

(1) 庄原市老人クラブ活動助成事業補助金交付事務 
(2) 庄原市敬老会事業補助金交付事務 
(3) 庄原市地域デイホーム活動支援事業補助金交付事務 
(4) 庄原市高齢者実態把握事業委託事務 
(5) 口和高齢者冬期安心住宅整備工事事務 

生活福祉部 
児童福祉課 

(1) 青少年育成庄原市民会議補助金交付事務 
(2) 峰田・山内・庄原北保育所園児送迎用タクシー運行業務委託事務 
(3) 庄原市病児病後児保育事業運営業務委託事務 

生活福祉部 
市民生活課 

(1) 庄原市日中親善協会・広島県日中親善協会負担金支出事務 
(2) 庄原市斎場・庄原市東城斎場・庄原市高野斎場指定管理事務 
(3) 総領斎場解体撤去工事事務 

生活福祉部 
地域交通課 

(1) 庄原市芸備線・木次線利用促進協議会負担金支出事務 
(2) 市街地循環バス運行事業補助金交付事務 
(3) ＪＲ備後庄原駅乗車券類発売等業務委託事務 
(4) 庄原市交通交流施設（備後庄原駅舎）管理業務委託事務 
(5) ＪＲ芸備線利用促進プロデュース事業業務委託事務 

生活福祉部 
保健医療課 

(1) 庄原市医療従事者育成奨学金貸付及び返還事務 
(2) 庄原市休日診療センター医師・看護・受付業務委託事務 
(3) 庄原市生活習慣病健康診査（集団健診）業務及び特定保健指導業

務委託事務 
(4) 庄原市シルバーリハビリ体操指導士養成講習業務委託事務 

口 和 支 所 
総 務 室 

(1) 庄原市口和自治振興センター指定管理事務 

口 和 支 所 
地域振興室 

(1) 庄原市森づくり事業（里山林整備事業・環境貢献林整備事業）補助金交付事務 
(2) 庄原市ほたる見公園 指定管理事務 
(3) 庄原市口和交流拠点施設（モーモー物産館）指定管理事務 
(4) 市道宮内竹地谷線（宮内）外９件の各道路除草業務委託事務 
(5) 市道塩谷線外７件の各道路維持業務委託事務 

議会事務局 
(1) 政務活動費交付事務 
(2) 庄原市議会議員研修業務委託事務 

板橋小学校 
口和小学校 
口和中学校 

(1) 庄原市公立学校体育施設の開放に関する事務 
(2) 図書室、劇薬物備品管理事務 

今回対象部署 
（議会事務局
を除く） 

(1) 切手・現金管理事務 
(2) 公印管理事務 
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第２ 監査の期間（事前調査を含む） 

令和５年９月 28 日から令和６年３月 21 日まで 

 

 

第３ 監査の目的及び方法等 

監査対象とした課、室及び局等の財務に関する事務が法令に適合し、正確で、最

少の経費で最大の効果を挙げ、その組織及び運営の合理化に努めているかを検証す

ることを目的として監査を実施した。 

監査の方法は、対象とした課、室及び局等から提出された関係書類を監査すると

ともに、関係職員への聴取により実施した。 

 

 

第４ 監査の結果 

事務処理等は概ね適正に行われている。 

監査結果は、次のとおりであるが、改善、検討を必要とするものについては、適

切な措置を講じられたい。 

なお、事務上の軽微な指摘事項については、監査の際に指導を行ったことから記

述は省略した。 

 

【令和４年度事務執行分】 

１ 生活福祉部社会福祉課 

(1) 庄原市買物弱者対策支援事業補助金交付事務 

補助金の交付決定については、適正な添付資料を求められ、審査、交付決定

を行われたい。 

 
【令和４年度に定期監査等を実施した結果、措置が必要とされた事務（令和３年度事務執行分など）】 

対 象 部 署 監 査 実 施 事 務 
総 務 部 
総 務 課 

(1) 公印管理事務 
(2) ストレスチェック及び職員セルフケア研修業務委託事務 

総 務 部 
管 財 課 

(1) 財産管理事務（官公庁ネットオークション） 
(2) テレワーク環境保守業務委託事務 

総 務 部 
危機管理課 

(1) 広島県消防協会庄原支部負担金支出事務 
(2) 庄原市消防団後援会連合会補助金交付事務 

環境建設部 
都市整備課 

(1) 高野斎場火葬炉設備更新等改修工事事務 
(2) 毛無山牧場建物施設解体工事事務 
(3) 毛無山牧場構造物撤去工事事務 
(4) 比和自治振興センター及び比和自然科学博物館空調機改修工事事務 

高 野 支 所 
総 務 室 

(1) 高野支所庁舎エレベーター保守点検業務委託事務 
(2) 高野支所庁舎自家用電気工作物保安管理業務事務 

高 野 支 所 
地域振興室 

(1) 庄原市たかの温泉神之瀬の湯指定管理事務 
(2) 庄原市高野交流拠点施設（道の駅たかの）指定管理事務 
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 (2) 庄原市障害者地域活動支援事業委託事務 

契約書に定められた事務手続きの一部が実態と相違している状況が見受け

られた。 

契約事務の執行にあたっては、手続き内容を確認のうえ処理されたい。 

 

２ 生活福祉部高齢者福祉課 

(1) 庄原市地域デイホーム活動支援事業補助金交付事務 

補助金交付団体から提出された実績報告書の経費内訳を確認され、適正な処

理をされたい。 

 

３ 生活福祉部児童福祉課 

 (1) 庄原市病児病後児保育事業運営業務委託事務 

委託者に提出すべき報告書については、期限内に提出するよう受託者を指導

されたい。 

 

４ 生活福祉部保健医療課 

(1) 庄原市医療従事者育成奨学金貸付及び返還事務 

過年度の未収金については、年度末において繰越処理を行われたい。 

 

５ 口和支所総務室 

(1) 庄原市口和自治振興センター指定管理事務 

ア 指定管理者からの提出書類について、内容を確認され、指定管理者を指導

されたい。 

イ 指定管理者からの事業報告については、事務決裁及び専決規則を遵守され

事務処理を行われたい。 

 

６ 口和支所地域振興室 

(1) 庄原市森づくり事業（里山林整備事業・環境貢献林整備事業）補助金交付事務 

当該事業における市、森林所有者、事業者の３者での協定書の締結について

は、県実施要綱に則り適正な事務執行をされたい。 

 

(2) 庄原市ほたる見公園 指定管理事務 

（財政援助団体等監査結果報告書に記載） 

 

(3) 庄原市口和交流拠点施設（モーモー物産館）指定管理事務 

自主事業にかかる事業報告書について、報告内容を確認され、指定管理者を

指導されたい。 
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(4) 市道宮内竹地谷線（宮内）外９件の各道路除草業務委託事務  

契約書へ必要となる書類の添付がないもの等が見受けられた。 

契約事務の執行にあたっては、適正な事務処理をされたい。 

 

７ 教育部口和教育室・板橋小学校・口和小学校・口和中学校 

(1) 庄原市教育委員会公印管理事務 

教育室や学校現場の公印管理について、市教育委員会公印規程に則り適正な

管理を行われたい。 

 

(2) 庄原市公立学校体育施設の開放に関する事務 

利用申請許可については、施設開放に係る規則等に則り許可手続きを行われ

たい。 

 

【令和４年度に定期監査等を実施した結果、措置が必要とされた事務（令和３年度事務執行分など）】 

１ 高野支所総務室 

 (1) 高野支所庁舎自家用電気工作物保安管理業務事務 

契約書に明記された契約終了以後に検査を行われたい。 

 



 

 ５

む  す  び 

 

 

今回の定期監査では、生活福祉部、口和支所及び議会事務局の令和４年度に執行さ

れた財務等に関する事務、併せて関連する３団体の財政援助団体の監査や市職員が管

理し市から財政援助を受けている任意団体の会計事務、昨年度に実施した定期監査に

より措置を講じる必要があるとした事務の対応状況に加え、教育委員会教育部口和教

育室と市内３小中学校の事務について監査を実施した。 

 

昨年度、指摘した事項については、監査対象部署において事務改善や規則等の整理を行

われ、概ね適正な事務処理が行われていることを確認したところである。 

一方で、今回の監査対象部署において、昨年度不適切とした事務処理が、適正に執行さ

れていない状況も見受けられたところであり、監査委員からの指摘事項については、当該年度

監査対象以外の部署においても、市行政組織全体の共通課題として捉えられたい。 

 

限られた人員、限られた財源の中で複雑・多様化する行政運営に的確に対応し、住

民の福祉の更なる向上を図っていくため、日頃から職員一人ひとりが法令等を正しく

理解し、常に問題意識を持ち業務に従事されるとともに、管理職をはじめ組織内のチ

ェック体制の強化に努められ、効率的で適正、円滑な事務執行が図られることを期待

するものである。 

 


